
                           

 

【事業の目的】 
 東秩父村で培われてきた手漉き（てすき）和紙技術を継承し、紙漉き職人の

後継者となる人材を募集し、また育成・支援することを目的としています。  

 

【事業の内容】 
 平成 28 年度において、「細川紙・大河原和紙体験研修会」を開催しました。

この研修会に参加された方を対象に審査を行い、技術者研修生として受け入れ

ます。  

 平成 29 年度から平成 31 年度までの３年間を研修期間とし、平成 29 年度

は紙漉き基礎技術の習得などの研修を実施します。研修終了後、研修生は株式

会社和紙の里への就職又は村内に起業することとしており、移住・定住まで目

指しているものです。  

 

【事業年度】 
 平成 28 年度～  

 

【予算額（千円）】 
 ９，８８８千円（平成 29 年度）  

 

【財源】 
 一般財源（村）    

 

【事業実施に至った背景・経緯】 
 細川紙は、東秩父村で古くから伝承されている国内産楮を原料とした伝統的

な手漉き和紙です。その手漉き技術は昭和 53 年に国の重要無形文化財に指定

され、平成 26 年にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。  

 現在、東秩父村在住細川紙技術者協会正会員は３名で、後継者とされる研修

員については一人もいない状況で、後継者の養成が急務であり、幅広く研修生
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を募り育成する必要があることから、和紙技術者育成支援に取り組むこととし

ました。  

 

【事業のＰＲポイント】 
 当事業は、指導者に細川紙技術者協会正会員を迎えての支援事業となるので

原材料栽培から紙漉き技術まで実際に正会員が紙漉き作業を行う際の技術が学

べる事業となっています。  

 

【事業実績・成果・今後の展開】 
 ＜平成 28 年度＞  

  「細川紙・大河原和紙体験研修会」を開催し、東秩父村で紙漉き職人を目

指す方（研修生）を募集しました。その結果、応募者４名のうち面接の結果

３名が合格し、体験研修会に参加されました。  

 

 ＜今後の展開＞  

  平成 28 年度に開催した体験研修会に参加された３名について、将来的に

東秩父村在住の紙漉き職人となり活躍できるように、平成 29 年度から３年

間の研修を実施していきます。  

 

【参考資料】 

 細川紙・大河原和紙技術者研修生支援事業要領及び研修計画  

 

 

 

〔  連絡先  〕  

  教育委員会  生涯学習担当   ０４９３（８２）１２３０（内線１７１）  







②細川紙・大河原和紙技術者研修生支援事業の研修計画について

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

内
容

場
所

※体験研修会で学んだ基礎技術を４月～９月の半年間をかけて身につけさせる。

※１０月以降については大判実技を予定している。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

内
容

場
所

※２年目には紙漉き事業所で紙漉き職人から指導をしてもらう

※平成２９年度、平成３０年度で基礎技術をしっかり身につける

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

内
容

場
所

※１、２年目で基礎技術を習得し、和紙の里での販売技術の研修・接客について学ぶ

※一定技術がなければ、和紙の里にも迷惑がかかるので１、２年目でしっかりと基礎を習得しなければならない

村での検討事項 ：

平成２９年度
（１年目）

紙漉きの基礎技術の習得

和紙の里紙漉き家屋で実施予定

大判での紙漉きの動きを習得

紙漉き事業所又は和紙の里製造所で実施予定

平成３１年度
（３年目）

紙漉き技術の習得、商売の技術習得、接客について学ぶ

和紙の里製造所

手漉き和紙職人を途絶えさせず伝承していくには、空き家や公有地を利用して研修施設の計画も必要になってくる。今回受講した研修生に講師と
なってもらい研修生を育成するといったしくみを作る。
研修施設については、紙漉き用具一式を揃え、年間でいつでも紙漉きができる施設にする。

平成３０年度
（２年目）

紙漉き事業所での研修、紙漉き技術の習得

各紙漉き事業所
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